
03-3643-8609(22＃)

基本的な事務手続きについての説明会となります。

● 雇用保険の制度、取得・喪失に関すること、離職証明書の書き方

● 雇用継続給付制度（高年齢・育児・介護）について など

参加希望日及び参加人数を21番窓口まで。（電話でも可）

参加ご希望の場合、事前予約が必要です。（先着順）

1事業所につき2名までの参加でお願いします。

令和8年 7月31日（金） ※ハローワーク木場 4階会議室

13：30～14：30 取得・喪失・離職証明書関係

14：30～17：00 雇用継続給付関係

令和8年 9月25日（金） ※ハローワーク木場 4階会議室
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令和８年度

雇用保険事務手続説明会

ハローワーク木場 雇用保険適用課

お問い合わせ先

定員10事業所を予定しています。
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